
備考

平成２０年度　事務事業評価表

電話交換　１日当たり１５０件
総合案内　１５件～２０件（町長への面会依頼、各課業務の案内、水道、コミセン等への道案内）

一般財源

その他特定財源

２．経費（決算額）

事業費　（千円） 6,009

国・県支出金

受益者負担

平成１７年度

財源
内訳

平成１８年度

6,0094,598

4,598

平成１９年度

5,387

5,387

１．事務事業の概要

統合の検討可能な
関連・類似事業

根拠法令等

事業の種別

一般会計

開始・終了年度
(開始)

(終了) －

平成５年度

内容と目的

現状と結果

□

事務事業名
総合政策課

秘書職員担当担当名

主管課局

(会計)

コード

(章)

電話交換・総合案内業務委託

■ 自治事務（任意） 自治事務（義務） □ 法定受託事務

H20-A-02

予
算
費
目

(款)

(項)

(目) 総合政策管理費

総務管理費

総務費
計画体系

(節) 6-1　行財政運営の効率化・高度化の推進

６．開かれた行財政づくり

　電話交換及び来庁者に対する案内、町長公室等における湯茶接待等を委託することにより、
職員の業務の効率化を図る。

現在、毎日の電話交換及び来庁者に対する案内、町長公室等における湯茶接待等によって、
上記の目的が達成され適正に実施されているといえる。

職員の庶務的業務の軽減は図られているものの、財政困難な折、湯茶接待は清掃接待業務
委託の中で行う等の見直しを行う等、改善の余地はあるといえる。ただし、電話交換、湯茶接待
は、一次的に業務の手を止めることになるため、仕事の能率がさがる。改善することにより、職
員の負担が増えすぎないよう、配慮が必要。

電話対応、総合案内など、丁寧な対応であり、評判はいい。

課題と改善

住民意見

対　象　数



■ □

■ □

□ ■

□ ■

□ ■

□ □

□ ■

■ □

2

3

2

3

コメ
ント

６．外部意見聴取

コメ
ント
直通電話を導入する、秘書業務の見直しなど、組織見直し等とあわせ、内
容を見直す余地はあると考える。

見直す余地はない □

検討の余地がある■

見直す余地がある

できる

コメ
ント
数社の業者を指名し、競争を行い、その中の最低価格の業者を選定してい
る。

事業の効率性を上げる
ため他の事業との統合
や事務の省力化など見
直しの余地があるか

経費節減によりサービ
ス水準を低下させずに
コストを下げることがで
きるか

適正化の余地はない

検討の余地がある

□ 検討の余地がある 適正化の余地がある

コメ
ント

妥
当
性

事業を町以外（民間や
国・県など）に任せるこ
とができるか

事業実施の目的として
対象者は妥当か
特定の団体や個人に
偏っていないか

成果の状況を踏まえ、
事業内容を見直す余地
はあるか

(1)

(2)

(3)

事業の実施により初期
の目的や目標をどの程
度達成しているか

実施主体の
代替度

３．１次評価

評価項目と評価の視点 評　価　・　評価コメント

近隣市町でも実施されている事業である。

対象設定の
妥当度

事業の
必要度

変わっていない □ 一部変わった

妥当である □ あまり妥当でない

社会環境や住民ニーズ
などかの変化により事
業の必要性や役割は
変わっていないか

直通電話を導入する、秘書業務の見直しなど、組織見直し等とあわせ、内
容を見直す余地はあると考える。

定員適正化計画に基づき、アウトソーシング可能なものは積極的に推進し
ており、住民サービスの向上につながっていることから、成果は達成してい
るといえる。

可能でない

一部達成している 達成している

□ 一部可能である 可能である

コメ
ント

妥当ではない

変わった

コメ
ント

効率性の
向上度

行政コスト
の削減度

事業の
見直し度

成果の
達成度

コメ
ント
既に民間委託をしている事業である。

見直す余地はない □ 検討の余地がある 見直す余地がある

コメ
ント有

効
性

効
率
性

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

できない

達成していない □

定員適正化計画に則り、平成16年115人であった職員数が、105人と10名
の減となっており、簡易な事業をアウトソーシングし、効率的な事業執行を
推進することは、妥当である。

受益と負担
との相関度

評価理由

予算反映

総合評価 １．見直しの必要なし

１．現状どおり

行政サービスの内容と
負担を比較して、受益
者負担の適正化の余
地があるか

評価全体に
対する意見

電話交換業務および町長公室への来客者への湯茶接待等の業務委託を当面は１名に削減すべき
である。
それに伴いダイヤルインを導入し、電話交換業務の状況を見ていき、将来的に委託の廃止ができる
か検討する必要がある。
そのため、案内看板を大きくわかりやすくするなどの対策を早急に行う必要がある。
また、課の名称については、町民にわかりやすくなるように、近い将来変更すべきである。

　　　　　２．増額　　　３．減額　　　４．廃止

見直しの必要あり
　　　　　２．改善　　　３．充実　　　４．縮小　　　５．統合　　　６．廃止

勤務者（委託）を1人に削減し、総合案内業務は廃止、電話交換業務及び町長公室への来客者へ
の湯茶接待、その他の業務（名刺、新聞、給湯室の整理等）は継続する。勤務者の配置については、
一課の中に置くものとし、電話が複数回線鳴った場合や、不在のときは、職員が対応する。また、課
の名称を分かりやすくするなど、組織の見直しが必要。

評価理由

総合案内業務は廃止する。ただし、電話交換業務及び町長公室への来客者への湯茶接待等の業務
は継続する。勤務者は一課の中に配置し、電話が複数回線鳴った場合や、不在のときは、職員が対
応する。
また、課の名称を分かりやすくするなどの組織の見直しについても別途検討する必要がある。

１次評価に
対する意見

総合案内業務を廃止しダイヤルインを導入することにより、委託人数を1人にすることとする。
そのために、課の名称をわかりやすくするなどの改善が必要である。

総合評価

　　　　　２．増額　　　３．減額　　　４．廃止予算反映 １．現状どおり

５．２次評価

１．見直しの必要なし
見直しの必要あり
　　　　　２．改善　　　３．充実　　　４．縮小　　　５．統合　　　６．廃止

４．行政評価検討プロジェクト意見聴取


